
宮崎県告示第 387号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成22年６月24日から平成22年７月８日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 388号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成22年６月24日から平成22年７月８日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 389号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成22年６月24日から平成22年７月８日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫
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宮崎県告示第 390号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成22年６月24日から平成22年７月８日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 391号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成22年６月24日から平成22年７月８日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 392号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成22年６月24日から平成22年７月８日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 393号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成22年６月24日から平成22年７月８日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 394号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成22年６月24日から平成22年７月８日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫
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国道 2

19号

国道
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宮崎県告示第 395号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成22年６月24日から平成22年７月８日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 396号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成22年６月24日から平成22年７月８日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 397号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成22年６月24日から平成22年７月８日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 398号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成22年６月24日から平成22年７月８日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 399号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成22年６月24日から平成22年７月８日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 400号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成22年６月24日小林市大字

堤字楠牟礼

1718番４地

先から西諸

県郡高原町

大字広原字

後谷4760番

11地先まで

国道 2

21号
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供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成22年６月24日西臼杵郡日

之影町大字

七折字橋場

7121番１地

先から同郡

同町同大字

同字7121番

１地先まで

日之影

宇目線

県道６

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成22年６月24日西臼杵郡日日之影県道６

之影町大字

七折字面園

8115番１地

先から同郡

同町同大字

同字8115番

１地先まで

宇目線

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成22年６月24日西臼杵郡高

千穂町大字

河内字小岩

神3399番７

地先から同

郡同町同大

字同字3406

番１地先ま

で

竹田五

ヶ瀬線

県道８

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成22年６月24日日南市大字

平野字扇形

1482番１地

先から同市

同大字同字

1512番５地

先まで

日南高

岡線

県道28
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なお、関係図面は、平成22年６月24日から平成22年７月８日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規

定により、次のとおり特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があった。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

公の施設に関する条例（昭和39年宮崎県条例第７号）第10条の２

の規定により、県立芸術劇場の指定管理者の指定の申請の手続につ

いて次のとおり公表する。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 指定管理者が管理を行う公の施設の名称、所在地及び設置目的

茨 名称 県立芸術劇場（以下「劇場」という。）

芋 所在地 宮崎県宮崎市船塚３丁目 210番地

鰯 設置目的 県民文化の拠点として、舞台芸術を中心に多様な

文化活動を促進し、文化の香り高い地域づくりと心豊かな県民

生活の創造に寄与するための施設

２ 指定期間

平成23年４月１日から平成28年３月31日までとする。ただし、

この期間において、管理を継続することが適当でないと認められ

るときは、指定管理者の指定を取り消すことがある。

３ 指定管理者の業務

茨 劇場の利用に関する業務

芋 劇場（敷地を含む。）の維持管理に関する業務

鰯 宮崎国際音楽祭に関する業務

允 県民文化振興事業（招へい公演、自主企画制作公演及び教育

普及の各事業）に関する業務

印 その他県立芸術劇場指定管理者募集要領（以下「募集要領」

という。）で定める業務

４ 指定管理者が行う管理の基準

公の施設に関する条例第10条の４及び県立芸術劇場管理規則（

平成５年宮崎県規則第47号）第19条に規定する管理の基準による

。

５ 指定管理者の指定方法

知事は、申請のあったものの中から、指定管理者候補者を選定

し、議会の議決を経て指定管理者を指定する。

６ 指定管理者指定の申請に必要な資格

茨 宮崎県内に事業所又は事務所を有する、又は設置しようとす

る法人その他の団体（以下「団体」という。）であること。

芋 法人にあっては、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第 167条の４第２項各号のいずれにも該当しない者であること

。

鰯 宮崎県が発注する建設工事の請負又は物品の購入若しくは製

造の請負等の契約に係る競争入札において、入札参加資格停止

又は指名停止の措置を受けていないこと。

允 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第11項の規

定による指定の取消しを受けた事実がある者にあっては、当該

処分の日から起算して２年を経過している者であること。

印 会社更生法（平成14年法律第 154号）の規定に基づく更生手

続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第 225号）の規

定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、

当該申立てに基づく更生手続開始の決定又は再生手続開始の決

定を受けていること。

咽 団体の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は

禁錮以上の刑に処せられている者がいないこと。

員 団体の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団の関係者又はその関係者と密接

な関係を有する者がいないこと。

因 国税及び地方税の滞納がないこと。

７ 指定管理者候補者の選定に係る審査基準

茨 住民の平等な利用が確保されていること。

芋 経費の縮減が図られる事業計画であること。

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成22年６月24日延岡市北方

町下鹿川字

片内申 155

番１地先か

ら同市同町

同字申 156

番１地先ま

で

上祝子

綱の瀬

線

県道214

公公 告告

定款に記載され
た目的

主たる事
務所の所
在地

代表者の氏名名 称
申請
年月
日

この法人は、

あらゆる世代の

人達がお互いの

交流を通して、

地域の中で人間

関係を深め、孤

立よりも共同の

生活を精神的糧

とできることを

目指し、高齢者

には憩いの場を

提供、児童及び

その家族に対し

ては、健全育成

、子育て支援事

業を行い、地域

発展のために尽

力し、広く公益

に貢献すること

を目的とする。

宮崎県児

湯郡新富

町大字新

田８３３９番

地

田中 稔特定非営利

活動法人ラ

イフカンパ

ニー新富

平成

22年

６月

７日
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鰯 劇場の効用を最大限に発揮する事業計画であること。

允 宮崎国際音楽祭の実施能力を有すること。

印 県民文化振興事業の実施能力を有すること。

咽 事業計画を確実に実施するための管理運営能力を有すること

。

８ 指定管理者候補者の選定方法

提出された指定管理者指定申請書及び募集要領で定める書類等

により申請資格の審査を行った上で、別に設置する県立芸術劇場

指定管理者候補者選定委員会が審査を行い、指定管理者候補者を

選定するものとする。

９ 募集要領の配布場所及び請求先並びに配布期間

茨 配布場所及び請求先 宮崎県県民政策部文化文教・国際課文

化担当 宮崎県宮崎市橘通東２丁目10番１号 郵便番号 880−

8501 電話番号0985（26）7117

芋 配布期間 平成22年６月25日から平成22年９月10日まで（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前８時30分から午後５時

15分まで

10 指定管理者指定申請書等の提出方法及び提出期間

茨 提出方法 指定管理者指定申請書に募集要領で定める書類を

添付し、提出先に持参又は送付（郵便にあっては、書留郵便に

限る。）により提出すること。

芋 提出期間 平成22年６月25日から平成22年９月10日まで（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前８時30分から午後５時

15分まで

11 指定管理者指定申請書等の提出先及び問い合わせ先

宮崎県県民政策部文化文教・国際課文化担当 宮崎県宮崎市橘

通東２丁目10番１号 郵便番号 880−8501 電話番号0985（26）

7117

12 その他

この募集に関する詳細は、募集要領による。

平成22年５月27日付け宮崎県公報第2186号で公告した毒物劇物取

扱者試験の実施に係る公告を取り消す。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、江田山崎土地改良区（宮崎市）の役員の就任及び退任について次

のとおり届出があった。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成26年３月31日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、北方土地改良区（串間市）の役員の就任及び退任について次のと

おり届出があった。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

住 所氏 名役名

宮崎市阿波岐原町鳥居原2190番地

２

近 藤 國 幸理 事 長

宮崎市山崎町四郎房 935番地井 野 義 美副理事長

宮崎市阿波岐原町宮神3136番地ハ中 原 常 和会計理事

宮崎市阿波岐原町宮神3125番地５中 原 勇 二理 事

宮崎市阿波岐原町鳥居原2094番地近 藤 百 浩理 事

宮崎市阿波岐原町鳥居原2115番地中 原 鐵 夫総括監事

宮崎市山崎町四郎房 880番地冨 永 啓 明監 事

住 所氏 名役名

宮崎市阿波岐原町鳥居原2190番地

２

近 藤 國 幸理 事

宮崎市山崎町四郎房 935番地井 野 義 美理 事

宮崎市阿波岐原町宮神3136番地ハ中 原 常 和理 事

宮崎市阿波岐原町宮神3125番地５中 原 勇 二理 事

宮崎市阿波岐原町鳥居原2094番地近 藤 百 浩理 事

宮崎市阿波岐原町鳥居原2115番地中 原 鐵 夫監 事

宮崎市山崎町四郎房 880番地冨 永 啓 明監 事

住 所氏 名役名

串間市大字北方 984番地武 田 英 樹理 事

串間市大字西方3136番地古 川 義 鋪理 事

串間市大字串間 399番地永 友 進 次理 事

串間市大字北方7000番地武 田 建 次理 事

串間市大字北方5278番地水 谷 建 次理 事

串間市大字北方1772番地牧 野 六 男理 事

串間市大字北方3650番地仁 田 一 朗理 事

串間市大字北方6314番地門 川 均理 事

串間市大字北方2753番地加 藤 修 一理 事
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（任期：平成26年４月14日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、今町土地改良区（都城市）の役員の退任について次のとおり届出

があった。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により

、小丸川土地改良区（高鍋町）から平成22年５月14日付けで申請の

あった定款の変更を認可した。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第67条第１項第１号の規定

により、日蔭土地改良区（五ヶ瀬町）が解散した。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

次の地区の県営土地改良事業の施行に伴う工事は、完了した。

平成22年６月24日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県公安委員会告示第64号

宮崎県遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例

（平成４年宮崎県条例第37号）第８条第２項の規定により、次のと

おり特別遊泳場を指定する。

平成22年６月24日

宮崎県公安委員会委員長 野 中 玄 雄

宮崎県選挙管理委員会告示第64号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１

項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第

76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）第８条第１項

に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40

万を超える場合にあつては、その超える数に６分の１を乗じて得た

串間市大字北方5779番地有 嶋 司監 事

串間市大字北方2746番地川 崎 俊 博監 事

串間市大字北方5508番地水 谷 和 美監 事

住 所氏 名役名

串間市大字北方7231番地清 水 猛理 事

串間市大字北方 984番地武 田 英 樹理 事

串間市大字西方3136番地古 川 義 鋪理 事

串間市大字串間1294番地永 友 孝 夫理 事

串間市大字北方5474番地清 水 哲 郎理 事

串間市大字北方1791番地牧 野 常 男理 事

串間市大字北方3650番地仁 田 一 朗理 事

串間市大字北方6376番地内 野 一 彦理 事

串間市大字北方2746番地川 崎 俊 博理 事

串間市大字北方3520番地渡 辺 哲 郎監 事

串間市大字北方2638番地加 藤 紀久夫監 事

串間市大字北方5779番地有 嶋 司監 事

住 所氏 名役名

都城市大岩田町6802番地１福 丸 秀 則理 事

完了年月日事 業 名市町村名地 区 名

平成22年３月１日農免農道整備事業新富町・

西都市

新 田

平成22年３月25日防災ダム事業高鍋町高 平

公安委員会告公安委員会告示示

所 定 期 間所 在 地
海水浴場等の

名 称

平成22年７月10日から

同 年８月31日まで

宮崎市青島２丁目 669

番地の１の先

青島海水浴場

平成22年７月10日から

同 年８月31日まで

宮崎市大字折生迫1707

番地の先

白浜海水浴場

平成22年７月10日から

同 年８月31日まで

日南市大字富土字金ヶ

脇

富土海水浴場

平成22年７月10日から

同 年８月31日まで

日南市大堂津大堂津海

浜

大堂津海水浴

場

平成22年７月10日から

同 年８月31日まで

日南市南郷町中村字小

田平乙4149番地ほか

栄松ビーチ

選挙管理委員会告選挙管理委員会告示示
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数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は、平成

22年６月７日現在次のとおりである。

平成22年６月24日

宮崎県選挙管理委員会委員長 川 崎 浩 康

選挙権を有する者の総数の50分の１の数 18，720人

選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え

る場合にあつては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万

に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数） 222，665人

宮崎県選挙管理委員会告示第65号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項に規定する選挙

権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超える場合

にあつては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分

の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は、平成22年６月７日現

在次のとおりである。

平成22年６月24日

宮崎県選挙管理委員会委員長 川 崎 浩 康

東諸県郡選挙区 8，003人
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